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令和６年度第３回四万十町子ども・子育て会議 会議録 

 

 

日   時：令和７年２月１０日（月） 18時 00分～19時４0分 

場   所：四万十町役場 東庁舎２階多目的小ホール 

出席委員：武吉悠、西森千紋、清水亜也子、髙橋知佐、武山幸恵、福留博子、国澤豪人、今西浩一、 

欠 席 委 員：長森伸一、小嶋二夫、樫本多美子 

事 務 局 ：高瀬真也、井口佐奈恵 

健康福祉課：戸田ゆかり、片田由唯 

町 民 課：小松 充 

須崎福祉保健所：中岡朋子 

 

 

○会議次第 

１．開会及び挨拶  

３．議事 

（１）パブリックコメントの結果について  

（２）第３期子ども・子育て支援事業計画（案）の承認について 

（３）その他 

４．閉会 

＜配付資料＞ 

・第３期四万十町子ども・子育て支援事業計画（素案） 

 

○会議議事録 

１．開会 事務局 

２．挨拶 生涯学習課長 

３．議題 

議題  パブリックコメントの結果について事務局（高瀬）から説明を行う。 

   

意見交換審議 

会 長 これまでのところで質疑を求めます。何かありませんか。 

清 水 委 員 39 ページの保育施設の状況一覧と書いてくれている分なのですけど、二重丸がある分が私立

保育所となっています。ひかりは私立ではないですか。 

事 務 局 公設民営という定義で、建付けは町が作ったもので運営を児協にお願いしているという状態 

      です。 

会 長 他に何かありませんか。 

中 岡 委 員 「はじめに」のところで、国の動きとしては令和５年４月にこども家庭庁ができ、こども基本

法が制定されて、こどもまんなか社会の実現の考え方を踏まえてこども大綱というところの
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流れがあるので、今の流れを踏まえた文言が含まれていたらいいと思いました。 

２ページ目の「計画の位置付け」のところを見ていただいたら、国のところの括弧の中身は 

「こども大綱」の文言にしたほうが今はいいと思いました。 

四万十町の関連計画の中の健康増進計画の中に、食育の基本計画などもあるので、そこも足 

してみてはどうかなと思いました。 

国 澤 委 員 （健康福祉課）全体にというか、健康福祉課所管の部分で書きぶりが気になるところもあるの 

で、今日素案としては承認をいただくのだと思いますけど、その後、基本部分を損なわない範

囲で修正を 

かけさせてもらいたいと思いますけど、皆さん構いませんでしょうか。よろしいですか。あり 

がとうございます。 

会 長 他にご意見ありませんでしょうか。 

事 務 局 今ご指摘いただいた部分の前半の部分はまた一度確認をしてから最終の仕上げという形でよ

ろしいでしょうか。 

中 岡 委 員 この流れを変えたりとかいうのではなくて、もし気が付いたことがあった場合はお伝えする

ことは可能でしょうか。 

事 務 局 （生涯学習課長）いろいろ気付いたところのご意見ありがとうございます。言われたとおり、 

パブコメが一応済んでいるので基本目標とか、施策の体系に関わる部分というのはなかなか 

変えることはできないのですけれど、その他の前段の部分であったり、誤字脱字のところはぎ 

りぎりまで修正できるので、ご確認いただければぎりぎりのところまで対応させていただき 

たいと思います。 

この後も説明させていただくのですけれども、３月議会にこの計画書を提出というところで、 

担当課としては２月 20日ぐらいがもうぎりぎりのタイミングなのかなというふうに考えてい 

ますので、ちょっと時間が短くて申し訳ないですけれども、もし追加で気になった部分があっ 

たら担当までご連絡いただければと思いますので、ご協力よろしくお願いいたします。 

会 長 他にご意見ありませんでしょうか。 

     それでは議事（２）第３期子ども・子育て支援事業計画（案）の承認について、第３期子ども・

子育て支援事業計画の内容に異議がなければ承認の挙手をお願いします。 

 

会 長 過半数を超えていますので承認ということで決定します。 

最後に事務局から今後の説明をお願いします。 

事 務 局 ありがとうございます。今後はこの計画内容で県へ協議の依頼をして、３月町議会を諮って

製本に向けた作業に入っていく予定なのですが、その中で資料の見せ方やデザイン、あと作

業の中で書きぶりが多少変わることもありますが、計画の内容の本筋は変えません。製本が

完了しましたら、各委員の皆さま、関係部署へも送付させていただくようになります。以上で

す。 

会 長 では、これで令和６年度第３回子ども・子育て会議を終了します。皆さん、ご協力ありがとう

ございました。 

 

以上 


